尼崎市シェアサイクル事業仕様書

１　趣旨
この仕様書は、尼崎市シェアサイクル事業の内容並びに本市及び事業者のそれぞれの役割などについて定めることを目的とする。

２　実施期間
令和８年４月１日から令和13年３月３１日まで（5年間）

３　実施エリア
本市域全域　※部分的なエリアのみでの事業実施は不可とする。

４　役割分担
（１）本市
ア　本事業全体の総括
イ　公共サイクルポート用地の確保（使用承認・占用手続含む。）
ウ　市民などへの本事業の周知・広報（本市ホームページ、市報あまがさき、本市自転車総合ポータルサイト「尼っ子リンリン」、チラシなど）
（２）事業者
ア　本事業の運営（利用者の募集・登録、料金徴収、自転車の回収・再配置、苦情対応など）
イ　施設及び器材（自転車・サイクルポートなど）の整備、維持管理、撤去及び原状回復
ウ　民間用地でのサイクルポート用地の確保
エ　利用者への周知・広報、利用者増進に関する取組
オ　各種データの収集、整理及び本市への提供
カ　満足度や交通行動の変化などに関する利用者へのアンケート調査の実施
キ　本事業の結果報告
ク　災害時等におけるシェアサイクルの利用に資する柔軟な対応
（３）その他
上記以外は協議を行い、決定する。
本事業に係る関係者は、業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。

５　費用
（１）本事業に係る事業の運営（同仕様書「４　役割分担」（２））に要する費用はすべて事業者の負担とし、本市は、補助金、委託料、その他一切の費用を負担しない。
（２）本市が提供するサイクルポート（以下「公共ポート」という。）用地の使用に係る費用については免除する。ただし本事業において利益が生じた場合は本市に速やかに報告するとともに、費用負担等の還元について事業者は本市と誠実に別途協議すること。
（３）尼崎市自転車などの放置の防止に関する条例（昭和５７年条例第４１号）第１２条第２項及び同条例施行規則（昭和５８年規則第６号）第１５条の規定により、本事業に係る自転車が撤去・保管された場合の費用は、事業者の負担とする（参考：２，５００円/台（令和７年４月１日時点））。なお、当該負担を利用者に請求する場合に生じる紛争については、事業者が責任を持って対応処理すること。

６　料金、付帯事業
（１）利用者が利用しやすい適切な料金設定を行うこと。
（２）本事業に付帯又は本事業から派生する事業（以下、「付帯事業」という。）を実施する場合は、事前に本市と協議の上、承認を得ること。なお、すでに付帯事業を実施している場合も、事前に本市と協議の上、承認を得ること。

７　利用方法
（１）利用者がどのサイクルポートでも自転車を借りることができ、借りたサイクルポートと別のサイクルポートに返却可能なシステムとすること。
（２）利用者の個人認証を行うこと。
（３）多くの利用者が簡易に利用登録でき、即日利用可能なシステムとすること。
（４）近隣自治体を含む他の自治体に設置されたサイクルポートと市内のサイクルポートとの間においても、自転車の貸出・返却が可能なシステムとすること。

８　自転車及びサイクルポートの仕様
（１）自転車やサイクルポートは、地域の景観との調和を考慮したデザインとすること。
（2）自転車は電動アシスト付き自転車とし、制御装置（ブレーキ）や警音器を備え付けるなど、道路交通法などの関係法令に適合した車両を使用すること。また、安全性、操作性、耐久性の高いものとすること。
（3）自転車には位置情報が把握できる機能を搭載すること。
（4）本市が提供する用地にサイクルポートを設置する場合、設置に係る手法について、本市と協議すること。また、施設や公園などにおいては施設利用者の安全を確保すること。
（５）サイクルポートには、事業者の連絡先を標記した看板等を設置すること。
（６）全てのサイクルポートは無人で貸出・返却が可能なシステムとすること。ただし、不法駐輪、ラック外駐輪が起こらないような工夫をあらかじめ行うこと。
（７）サイクルポートは設置及び撤去が容易なものとすること。
（８）サイクルポートに電源が必要な場合は、事業者が電源を確保すること。
（９）本事業用自転車及びサイクルポートは、技術・専門知識を持った者が定期的にメンテナンスを行うこと。また、サイクルポート周辺にごみや落ち葉などが散乱しないよう定期的に清掃を行うこと。
（１０）本事業終了後は、運営のために設置したサイクルポートその他の設備を撤去し、原状回復を行うこと。

９　サイクルポート候補地
（１）令和８年5月31日までに、令和７年１２月5日（金）正午時点における公共ポート候補地（「尼崎市シェアサイクル事業仕様書別紙（サイクルポート一覧）」参照）へのサイクルポートの設置を必須条件とする。ただし、このサイクルポート候補地は、設置を確約するものではなく、各施設管理者や関係部署などと詳細な調整が必要となる場合があり、変更となる場合もある。
（2）公共用地以外でのサイクルポートの設置を積極的に行うこと。なお、当該設置に係る相手方との協議、契約などの手続きは、原則として事業者が行うこと。
（3）公共ポート候補地には基本的に電源がないため、電気使用にあたっては事業者と電力会社との間で協議を行うこと。
（4）本事業開始後に、イベント、不法駐輪、安全性などの理由により、設置したサイクルポートを撤去する必要が生じた場合は、事前に本市と事業者で協議を行う。
（5）公共ポート候補地に設置したサイクルポートにおいて、利用者以外の市民への支障が生じた場合は、本市が提供する用地の中止を命じることがある。

１０　運営方法
（１）本事業の運営にあたっては、必要な人員を確保するなど、運営体制を整え、事業を円滑に進めること。
（２）利用者からの事故・トラブルなどの問い合わせに対応できるよう、コールセンターなどを設置すること。また、営業時間外についても、事故など緊急時の対応を速やかに行うため、連絡・対応可能な体制を確保すること。
（３）配置している本事業用自転車について台数に偏りが生じた場合は、サイクルポート間での再配置を行うこと。また、本事業用自転車がサイクルポート以外の場所に放置された場合は、速やかに回収すること。
（４）サイクルポートに、本事業用自転車以外の自転車が停められないよう努めるとともに、停められていた場合は早期に適切な対応を行うこと。また、サイクルポート内においてラック外にシェアサイクルが駐輪できないように対策を講じること。
（５）利用者のケガや損害賠償事故（対物・対人）に対応するため、保険に加入すること。
（６）利用者の個人情報は、法令に基づき適正に管理すること。
（７）利用者に交通ルールやマナーなどの啓発を行うこと。特に自転車ヘルメット着用の促進や自転車の交通反則通告制度について注力して啓発を行うこと。
（８）自転車の盗難対策を行うこと。
（９）設置した全てのサイクルポートにおいて、第三者から本事業に関連する苦情などが発生した場合は、責任を持って対応処理すること。
(10)令和７年度に協定を締結している事業者から令和８年度以降の事業者が変更になるときは、市民などへの周知や変更前の事業者からの適切な事業引継を受け、令和８年４月１日から円滑に事業が行えるようにすること。ただし公有地に設置しているシェアサイクルポートの置換については「９サイクルポート候補地（１）」のとおり令和８年5月31日までとする。

１１　報告
（１）事業者は、利用状況、移動状況、その他の事業運営に係るデータを収集し、月ごとに報告事項を記載した報告書を翌月１５日（１５日が土日祝日の場合は翌平日）までに本市に提供すること。（例：サイクルポートの増減、サイクルポート別利用回数、日時別利用回数、サイクルポート間の利用経路（移動台数や方向等）、シェアサイクルで利用者がよく訪れている施設が分かる資料や地図、サイクルポートにおける満車・空車発生状況など）
（２）事業者は、年１回以上利用者に満足度や交通行動の変化などに関するアンケート調査を実施し、調査結果を本市に報告すること。内容については本市と協議のうえ決定する。
（３）事業者は、年度ごとの収支、利用状況などの各種データ、課題分析、今後の方針などを記載した定期報告書を各年度末日から３０日（30日が土日祝日の場合は翌平日）以内に本市に提出すること。
（４）本市の施策立案のために必要なデータ（利用経路のShapefileなど）を無償で提供すること。提供されたデータの内容については本市の計画等に掲載、公表する可能性があることをあらかじめ了承すること。なお、法令等に抵触する場合等においては本市と協議のうえ対応することとする。

12　スケジュール
（１）募集要項などの公表日		令和7年１２月26日（金）
（２）参加意向申出書の受付期限	令和8年１月16日（金）午後５時
（３）質問書の受付期限		令和8年１月16日（金）午後５時
（４）質問書の回答期限		令和8年１月22日（木）
（５）企画提案書などの受付期限	令和8年１月26日（月）午後５時
（６）プレゼンテ―ション		令和8年2月2日（月）
（７）選定結果通知			令和8年２月中旬
（８）事業準備			令和８年２月下旬（予定）
（９）協定締結			令和８年３月上旬（予定）
（１０）事業開始			令和８年４月１日（水）
（11）事業終了	令和１３年３月３１日（月）（予定）

13　問い合わせ先
尼崎市危機管理安全局危機管理安全部生活安全課
住所：〒６６０－８５０１　兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号
電話番号：０６-６４８９-６５０２
FAX番号：06-6489-6686
E-mail：ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp
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